
 

 

 

 

 

 

令和５年第３回美幌町議会臨時会会議録 

 

 

 

 

 

令和５年５月１１日 開会 

令和５年５月１１日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月１１日 第全号 

 

 

 

 

 



 

－ 1 － 

○議事日程 

 日程第 １ 仮議席の指定について 

 日程第 ２ 選挙第 １ 号 議長の選挙について 

 日程第 ３ 会議録署名議員の指名 

日程第 ４ 会期の決定 

      （諸般の報告） 

 日程第 ５ 選挙第 ２ 号 副議長の選挙について 

 日程第 ６ 議席の指定について 

 日程第 ７ 選任第 １ 号 常任委員の選任について 

 日程第 ８ 選任第 ２ 号 議会運営委員の選任について 

 日程第 ９ 選挙第 ３ 号 美幌・津別広域事務組合議会議員の選挙について 

 日程第１０ 町長就任宣誓 

       （所信表明） 

 日程第１１ 承認第 １ 号 専決処分の承認について〔美幌町税条例の一部を改正する条

例制定〕 

 日程第１２ 承認第 ２ 号 専決処分の承認について〔令和４年度美幌町一般会計補正予

算（第１５号）〕 

 日程第１３ 承認第 ３ 号 専決処分の承認について〔令和４年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）〕 

 日程第１４ 承認第 ４ 号 専決処分の承認について〔令和４年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）〕 

 日程第１５ 承認第 ５ 号 専決処分の承認について〔令和４年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第４号）〕 

日程第１６ 同意第 ３ 号 監査委員の選任について 

 日程第１７ 議案第２３号 工事請負契約の締結について（町営球場照明ＬＥＤ交換修 

繕） 

 日程第１８ 議案第２４号 令和５年度美幌町一般会計補正予算（第２号）について 

 追加日程第１ 閉会中の継続調査について 

 

○出席議員 

     １番 木 村 利 昭 君  副議長 ２番 馬 場 博 美 君 

     ３番 横 山 清 美 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 宮 崎 奈津江 君      ６番 上 杉 晃 央 君 

     ７番 稲 垣 淳 一 君      ８番 藤 原 公 一 君 

     ９番 伊 藤 伸 司 君     １０番 吉 住 博 幸 君 

    １１番 大 江 道 男 君     １２番 松 浦 和 浩 君 

    １３番 大 原   昇 君  議 長１４番 戸 澤 義 典 君 

 

○欠席議員 

なし 
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○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  農 業 委 員 会        
  会 長        

千 葉 正 美 君 
選挙管理委員会 
委 員 長        

松 本 光 伸 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君 総 務 部 長        小 室 保 男 君 

町民生活部長 関   弘 法 君 福 祉 部 長 河 端   勲 君 

経 済 部 長        後 藤 秀 人 君 建 設 部 長 那 須 清 二 君 

病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 事務連絡室長        横 山 聖 二 君 

会 計 管 理 者        田 中 三智雄 君 総 務 課 長 斉 藤 浩 司 君 

危機対策課長 弓 山   俊 君 政 策 課 長 沖 崎 寿 和 君 

財 務 課 長 吉 田 善 一 君 町民活動課長 佐久間 大 樹 君 

戸籍保険課長 
選挙管理委員会事務局長 

佐々木   斉 君 税 務 課 長 松 尾 まゆみ 君 

社会福祉課長 水 上 修 一 君 保健福祉課長 中 尾   亘 君 

農林政策課長 
農業委員会事務局長 

橋 本   勝 君 耕地林務主幹 伊 藤   寿 君 

みらい農業課長 午 来   博 君 商工観光課長 影 山 俊 幸 君 

建 設 課 長 森 口 尚 博 君 建 築 主 幹 宮 田 英 和 君 

環境管理課長 鶴 田 雅 規 君 上下水道課長 石 山 隆 信 君 

病院総務課長 以 頭 隆 志 君 地域医療連携課長 高 山 吉 春 君 

事務連絡室次長 藤 田 静 思 君 教 育 部 長 遠 藤   明 君 

学校教育課長 多 田 敏 明 君 学校給食課長 片 平 英 樹 君 

社会教育課長 立 花 良 行 君 スポーツ振興課長 浅 野 謙 司 君 

博 物 館 課 長 鬼 丸 和 幸 君 監査委員事務局長 遠 國   求 君 

監査委員事務局次長 小 室 秀 隆 君   

 

○議会事務局出席者 

  

事 務 局 長 遠 國   求 君 次 長 小 室 秀 隆 君 

議 事 係 長 高 田 秀 昭 君 庶 務 係 長 村 田   剛 君 

庶 務 係 金 子 未 准 君   
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午前１０時００分 開議   

 

◎開会・開議宣告 

○臨時議長（大江道男君） おはようござ

います。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。 

定足数に達しておりますので、令和５年

第３回美幌町議会臨時会を開会いたしま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（大江道男君） 日程第１ 仮

議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいま着席の議席といたし

ます。 

暫時、休憩いたします。 

再開は１０時３０分をめどといたしま

す。 

午前１０時 １分 休憩 

（議長選挙候補者の所信表明） 

――――――――――――――――――― 

午前１０時２８分 再開 

○臨時議長（大江道男君） 休憩前に引き

続き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 選挙第１号 

○臨時議長（大江道男君） 日程第２ 選

挙第１号議長の選挙を行います。 

選挙は投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（大江道男君） ただいまの出

席議員数は１４名です。 

次に、立会人を指名します。 

会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に１番木村利昭さん、２番宮崎奈津

江さんを指名します。 

投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長（大江道男君） １３番上杉晃

央さん。 

○１３番（上杉晃央君） 今、投票用紙を

いただきましたけれども、無記名というこ

とですが、隣の議員が見える状況です。 

見えない環境の中で記載をして投票をい

たしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○臨時議長（大江道男君） ただいま上杉

議員から秘密投票が守られるような環境の

もとで行うべきだという意見が出ました。

もっともな意見と認めます。 

発言席がどなたも見えないという状況で

記入できるかと思いますので、発言席で記

載するということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（大江道男君） では、１番か

ら順に発言席で記載していただくようにお

願いいたします。 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（大江道男君） 配付漏れなし

と認めます。 

次に、投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（大江道男君） 異常なしと認

めます。 

念のため、投票方法について申し上げま

すが、投票は単記無記名でございます。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、

点呼に応じて順次投票願います。 

なお、詳細については、事務局長から説

明させます。 

○事務局長（遠國 求君） それでは、事

務局から説明させていただきます。 

投票は単記無記名でありますので、投票

用紙の枠の中に被選挙人の氏名を一人お書

きください。他のことを書きますと無効と

なります。白票も無効となります。 

以上で、説明を終わります。 

○臨時議長（大江道男君） 点呼を命じま
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す。事務局長が議席番号と氏名を読み上げ

ますので、順番に投票をお願いいたしま

す。 

○事務局長（遠國 求君） 演台で記載し

た後、投票箱に投函をお願いいたします。 

それでは、議席番号と氏名を申し上げま

す。 

１番木村利昭議員、２番宮崎奈津江議

員、３番藤原公一議員、４番伊藤伸司議

員、５番松浦和浩議員、６番稲垣淳一議

員、７番戸澤義典議員、８番横山清美議

員、９番馬場博美議員、１０番吉住博幸議

員、１１番髙橋秀明議員、１２番大原昇議

員、１３番上杉晃央議員、１４番大江道男

議員。 

（投  票） 

○臨時議長（大江道男君） 投票漏れはあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（大江道男君） 投票漏れなし

と認めます。 

これで投票を終わります。 

これから、開票を行います。 

木村利昭さん、宮崎奈津江さん、開票の

立会いをお願いいたします。 

（開  票） 

○臨時議長（大江道男君） 選挙の結果を

報告します。 

投票総数１４票。これは、先ほどの出席

議員数に符合いたしております。そのうち

有効投票１４票、無効投票０票です。 

有効投票のうち戸澤義典さん９票、大原

昇さん５票。 

以上のとおりでございます。 

この選挙の法定得票数は４票です。 

したがって、戸澤義典さんが議長に当選

されました。 

議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（大江道男君） ただいま議長

に当選された戸澤義典さんが議場におられ

ますので、会議規則第３３条第２項の規定

により、当選の告知をいたします。 

議長に当選されました戸澤義典さんから

発言が求められておりますので、これを許

します。 

戸澤義典さん、登壇願います。 

○議長（戸澤義典君） 〔登壇〕 ただい

まの投票結果をもちまして、美幌町議会議

長として皆様に推選されました戸澤であり

ます。 

議員の皆様、この時点からノーサイドで

あります。 

休憩時間中に私の議長に対する思いを述

べさせていただきました。 

１点目がチーム議会の強化、２点目が議

会改革の歩みを止めるな、３点目が議員・

後継者の育成、成り手不足対策ということ

で、この思いを軸に今後、議会運営をやっ

ていきたいと思いますので、どうか議員各

位の今後ますますの御支援、御協力をお願

いしたいと思います。 

また、町長ほか、行政職員の皆様には、

議会と行政の役割、先ほど申し上げさせて

いただきましたけれども、具体的な政策の

最終決定と行財政運営の監視ということ

が、議会の二つの使命でありますので、そ

の使命をよくお酌みいただいて、今後も議

会に対するますますの御支援、御協力をい

ただければと思います。 

今後ともひとつよろしくお願いいたしま

す。 

○臨時議長（大江道男君） これで、臨時

議長の職務は全部終了いたしました。 

御協力ありがとうございました。 

戸澤義典議長、議長席にお着き願いま

す。 

（戸澤議長、議長席に着く） 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典君） 日程第３ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、３番藤原公一さん、４番伊
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藤伸司さんを指名いたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 会期の決定 

○議長（戸澤義典君） 日程第４ 会期の

決定を議題とします。 

お諮りします。 

今臨時会の会議は、本日１日間としたい

と思いますが、これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日１日間と決定い

たしました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告は、事務局長から報告させま

す。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

信しておりますので、御了承願います。 

なお、松本選挙管理委員長、午後より欠

席の旨、届出がありました。 

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので、御了

承願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

使用を許可しておりますので、あわせて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩いたしま

す。 

 再開は１１時３０分といたします。 

午前１０時５４分 休憩 

（副議長選挙候補者の所信表明） 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１３分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 選挙第２号 

○議長（戸澤義典君） 日程第５ 選挙第

２号副議長の選挙を行います。 

選挙は投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長（戸澤義典君） ただいまの出席議

員は１４名です。 

次に、立会人を指名します。 

会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に５番松浦和浩さん、６番稲垣淳一

さんを指名します。 

投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

○議長（戸澤義典君） 投票用紙の配付漏

れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 配付漏れなしと認

めます。 

投票については、先ほどの議長選と同じ

ように、演台で記載し、投票箱に入れるこ

とといたします。 

投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（戸澤義典君） 異常なしと認めま

す。 

念のため申し上げます。投票は単記無記

名です。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、

点呼に応じて順次投票願います。 

なお、詳細については、事務局長から説

明させます。 

○事務局長（遠國 求君） それでは、事

務局から説明させていただきます。 

投票は単記無記名でありますので、投票

用紙枠の中に被選挙人の氏名を一人お書き
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ください。他のことを書きますと無効とな

ります。白票も無効となります。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（戸澤義典君） 点呼を命じます。 

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げま

すので、順番に投票願います。 

○事務局長（遠國 求君） それでは、議

席番号と氏名を申し上げます。 

１番木村利昭議員、２番宮崎奈津江議

員、３番藤原公一議員、４番伊藤伸司議

員、５番松浦和浩議員、６番稲垣淳一議

員、７番戸澤義典議員、８番横山清美議

員、９番馬場博美議員、１０番吉住博幸議

員、１１番髙橋秀明議員、１２番大原昇議

員、１３番上杉晃央議員、１４番大江道男

議員。 

（投  票） 

○議長（戸澤義典君） 投票漏れはありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 投票漏れなしと認

めます。 

これで投票を終わります。 

これから、開票を行います。 

松浦和浩さん、稲垣淳一さん、開票の立

会いをお願いいたします。 

（開  票） 

○議長（戸澤義典君） 選挙の結果を報告

します。 

投票総数１４票であります。これは、先

ほどの出席議員数に符合いたしておりま

す。そのうち有効投票１４票、無効投票０

票です。 

有効投票のうち上杉晃央さん５票、馬場

博美さん９票、以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は４票です。 

したがって、９番馬場博美さんが副議長

に当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

○議長（戸澤義典君） ただいま副議長に

当選された馬場博美さんが議場におられま

すので、会議規則第３３条第２項の規定に

より、当選の告知をします。 

副議長に当選されました馬場博美さんか

ら発言を求められておりますので、これを

許します。 

９番馬場博美さん。 

○副議長（馬場博美君） 〔登壇〕 一

言、御礼の御挨拶を申し上げます。 

今回、私が議員皆様の御推挙によりまし

て、美幌町議会副議長の職に就くことにな

りましたことを、この上なく光栄に存じま

すとともに、その職責の重大さを深く痛感

している次第でございます。 

私ごとき、微力非才のその器にない者

が、果たして皆様の御期待に沿えるかどう

か、極めておぼつかないのでございます

が、幸いにして人格識見ともにすぐれた戸

澤議長のもと、議員皆様の御支援、御鞭撻

を賜り、この職責を遂行したい次第でござ

います。 

皆様の御協力をいただきまして、町政の

発展のため全力で尽くす決意でございます

ので、よろしくお願い申し上げ、御挨拶に

代えさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩いたしま

す。 

再開は１４時３０分をめどといたしま

す。 

午前１１時３２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５９分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議席の指定 

○議長（戸澤義典君） 日程第６ 議席の

指定を行います。 

議席は、会議規則第４条第１項の規定に

より、議長において指定いたします。 

各議員の氏名とその議席番号は、配信し

ました議席表のとおり指定します。 
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それぞれ、ただいま指定の議席に移動願

います。 

暫時休憩します。 

午後２時５９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後３時 １分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 選任第１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第７ 選任第

１号常任委員の選任を行います。 

お諮りします。 

常任委員の選任については、委員会条例

第７条第２項の規定により、総務福祉常任

委員に２番馬場博美さん、６番上杉晃央さ

ん、８番藤原公一さん、９番伊藤伸司さ

ん、１１番大江道男さん、１２番松浦和浩

さん、１３番大原昇さん。 

経済教育常任委員に１番木村利昭さん、

３番横山清美さん、４番髙橋秀明さん、５

番宮崎奈津江さん、７番稲垣淳一さん、１

０番吉住博幸さん、１４番戸澤。 

以上のとおり指名したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しましたとお

り、常任委員に選任することに決定いたし

ました。 

暫時休憩します。 

次に、議長の常任委員の辞任の件を議題

としますので、副議長と交代いたします。 

午後３時 ３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後３時 ４分 再開 

○副議長（馬場博美君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎議長の常任委員辞任について 

○副議長（馬場博美君） ただいま経済教

育常任委員に選任されました議長から、常

任委員を辞任したい旨の申出があります。 

議長はその職責上、どの委員会にも出席

する権限を有しているほか、可否同数の際

における裁決権など、議長固有の権限を考

慮するとき、一個の委員会の委員として所

属することは適当でなく、また、行政実例

においても議長の辞任を認めているところ

でありますので、経済教育常任委員を辞任

したいとするものであります。 

お諮りします。 

辞任について許可することに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（馬場博美君） 異議なしと認め

ます。 

したがって、議長の経済教育常任委員の

辞任については、許可することに決定いた

しました。 

暫時休憩いたします。 

休憩中に各常任委員会では委員会を開催

し、常任委員長の互選を行ってください。 

再開は、１５時３０分をめどといたしま

す。 

午後３時 ４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後３時３４分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された各常任委員会におい

て、委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果の報告が議長の手元に参りました

ので報告いたします。 

総務福祉常任委員会の委員長に松浦和浩

さん、副委員長に藤原公一さん。 

経済教育常任委員会の委員長に稲垣淳一

さん、副委員長に木村利昭さん。 

以上のとおり、互選された旨の報告があ
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りました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 選任第２号 

○議長（戸澤義典君） 日程第８ 選任第

２号議会運営委員の選任を行います。 

お諮りします。 

議会運営委員会の選任については、委員

会条例第７条第２項の規定により、２番馬

場博美さん、３番横山清美さん、６番上杉

晃央さん、８番藤原公一さん、９番伊藤伸

司さん、１２番松浦和浩さん、以上のとお

り指名したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名したとおり、

議会運営委員に選任することに決定いたし

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（戸澤義典君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定い

たしました。 

暫時休憩します。 

休憩中に議会運営委員会を開催し、委員

長の互選をお願いいたします。 

再開は、１６時１０分をめどといたしま

す。 

午後３時３７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後４時１８分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された議会運営委員会にお

いて、委員長及び副委員長の互選が行わ

れ、その結果の報告が議長の手元に参りま

したので報告いたします。 

委員長に上杉晃央さん、副委員長に伊藤

伸司さん、以上のとおり互選された旨の報

告がありました。 

―――――――――――――――――― 

◎日程第９ 選挙第３号 

○議長（戸澤義典君） 日程第９ 選挙第

３号美幌・津別広域事務組合議会議員の選

挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推選にし

たいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、選挙の方法は指名推選によ

ることに決定いたしました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指

名することにしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議長において指名すること

に決定いたしました。 

美幌・津別広域事務組合議会議員に１番

木村利昭さん、３番横山清美さん、４番髙

橋秀明さん、８番藤原公一さんを指名しま

す。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名した４人の方を美
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幌・津別広域事務組合議会議員の当選人と

することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました１番

木村利昭さん、３番横山清美さん、４番髙

橋秀明さん、８番藤原公一さんが、美幌・

津別広域事務組合議会議員に当選されまし

た。 

ただいま当選された４人の方が議場にお

りますので、会議規則第３３条第２項の規

定により、当選の告知をいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 町長就任宣誓 

○議長（戸澤義典君） 日程第１０ 町長

就任宣誓。 

去る５月１日に美幌町長に就任された平

野町長から、美幌町自治基本条例第３４条

の規定により、就任時の宣誓をしたい旨の

申出がありましたので、これを許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 宣誓。 

私は、町長の就任に当たり、町民の皆さ

んの信託を受けた自らの地位の重さを深く

認識し、地方自治の本旨に基づき、住民の

福祉の増進に努めるとともに、美幌町自治

基本条例の基本理念の実現のため、公正か

つ誠実に職務を執行することをここに誓い

ます。 

令和５年５月１１日、北海道美幌町長平

野浩司。 

――――――――――――――――――― 

◎所信表明及び提出案件の概要説明 

○議長（戸澤義典君） 町長から所信表明

及び本臨時会に提案している案件の概要説

明をしたいとの申入れがありますので、こ

れを許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 所信表

明をさせていただきます。 

本日ここに、令和５年第３回美幌町議会

臨時会におきまして、２期目の町政運営に

対する所信を表明する機会を与えていただ

きますことに、深く感謝申し上げます。 

私は、任期満了に伴う美幌町長選挙にお

きまして「美幌の活力を高め、次代につな

げるまちづくり」を訴え、２回目の当選の

栄誉を賜りまして、引き続き町政執行の重

責を担わせていただくこととなりました。 

無投票での再選でありましたが、町内各

地を遊説し、お会いした町民の皆様からい

ただいた御発言におきましては、これまで

の４年間に対する評価はもとより、まちの

元気や活力を取り戻すため、まちづくりの

先頭に立ってほしいとの激励の御言葉もい

ただいたところであります。 

これからの４年間、初心を忘れることな

く、町民の皆様と向き合う時間を大切にし

ながら、町の課題を共有し、その解決に向

けて努力を重ねるとともに、新たな試みに

も積極的に取り組むことで、皆様の御期待

にお応えできるよう、町政運営に全力を尽

くしていく決意と覚悟であります。 

１期目の大半は、新型コロナウイルス感

染症への対応に奔走することになりました

が、町民の皆様の命と健康を守ることを第

一に考え、感染防止対策に努めるととも

に、町民生活や地域経済への影響を最小限

に止めるため、生活者支援及び事業者支援

に取り組んでまいりました。 

これまでに経験したことのない事態に直

面しながらも、この間、町政を前進できま

したのは、ひとえに町民の皆様、議会の皆

様の御理解と御協力のたまものであり、こ

の場をお借りして心から感謝を申し上げま

す。 

しかしながら、コロナ禍により社会全体

に閉塞感が漂う中にあって、元気と活力に

満ちた美幌町を取り戻すための取組は、道

半ばにあります。 

私たちの「ふるさと美幌」は、豊かな自

然、豊富な地域資源に恵まれ、さらなる発

展の可能性を秘めています。 



 

－ 10 － 

町民の皆様の元気を引き出し、産業の活

力、人の活力、地域の活力を高め、しっか

りと次代につなげていくための「人財」を

育てることが、私の使命であると考えてお

ります。 

こうした決意の下、２期目の４年間は、

次の三つの施策に沿って、１２の分野から

成る重点事項に基づき、まちづくりを進め

てまいります。 

活力あるまちづくり。 

人口減少社会が進む今、美幌町の住みよ

さや魅力に磨きをかけて、果敢に挑戦しな

ければなりません。 

みどりの村に開設したワーキングスペー

ス「ＫＩＴＥＮ」を拠点に、関係人口の創

出と移住促進に取り組むとともに、豊かな

自然環境を生かし、教育旅行（高校生の農

業体験）の受入れを積極的に推進いたしま

す。 

夢が持てる、夢が実るまちを目指して、

起業家支援の強化や店舗リフォーム制度の

拡充を図るとともに、若者との「びほろ未

来ミーティング」を継続し、美幌の将来を

担う次世代の育成に努めてまいります。 

特産品の開発支援とまちの魅力の発信に

努め、ふるさと寄附金の増収に取り組んで

まいります。 

また、美幌峠と市街地を結ぶ「国道２４

３号観光活性化プロジェクト」を進めるな

ど、まちの魅力を生かした滞在型観光の定

着に取り組んでまいります。 

基幹産業である農林業の持続的な発展を

支えるため、各種支援策に取り組むととも

に、経済団体と連携して商工業の振興を図

ってまいります。 

さらに、まちなか活性化の核となる施設

の整備に向けた検討を進めるなど、美幌経

済が好転するための取組を進めてまいりま

す。 

昨年３月に宣言した「ゼロカーボンシテ

ィ」の実現を目指し、温室効果ガスの排出

量削減につながる取組について、着実に具

体化してまいります。 

また、魚無川の桜並木の再生と国道２４

３号の白樺並木街道の保全など、美幌の

「美」を守るための環境美化活動を推進し

てまいります。 

次代につなげるまちづくり。 

子供の成長をまち全体で応援し、安心し

て子育てできる環境づくりが求められてお

ります。 

一時預かり保育の充実、第一子・第二子

に対する学校給食費の段階的な負担軽減、

子供医療費の無償化を高校生まで拡大する

など、子育て支援の強化に向け、積極的か

つ重点的な取組を進めてまいります。 

子供たちの可能性を最大限に伸ばすこと

は、美幌町の未来への投資でもあります。 

芸術家やアスリートを目指す子供たちの

支援を継続してまいります。 

ふるさと教育や語学教育に力を入れるほ

か、高校生への給食提供をはじめ、美幌高

校の魅力化と生徒確保に向けた支援策を推

進いたします。 

また、小中一貫教育を推進し、将来的に

は義務教育学校の実現も視野に入れなが

ら、少子化を見据えた教育環境の維持・向

上に取り組んでまいります。 

全ての人が元気に活躍し続けられる社

会、安心して暮らすことのできる社会をつ

くるには、保健・医療・福祉（介護）の分

野が相互に連携し、地域包括ケアシステム

を深化させる必要があります。 

医療や介護の担い手確保、峠の湯を利用

される障がい者や要介護認定者の入浴料助

成、町立病院の医療提供体制の充実など、

健康・長寿・福祉に係る施策を積極的に推

進してまいります。 

安全・安心なまちづくり。 

誰もが安心を実感できる社会を形成する

ことは、自治体が果たすべき重要な役割の

一つであります。 

自治会やボランティアの活動支援、地域

公共交通の充実、認知症やフレイル・介護
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予防対策など、地域のつながりを大切に

し、安全な生活環境を整えてまいります。 

本年３月に改編された美幌に駐屯する第

６即応機動連隊は、災害等で全国各地へ派

遣される部隊です。 

地域の安心と暮らしを守る自衛隊の活動

を支えるため、部隊の充実と強化、隊員及

び御家族の支援に努めてまいります。 

今月５日、石川県能登地方で震度６強の

揺れを観測する地震が発生しました。被災

された皆様に心からお見舞い申し上げま

す。 

災害はいつ、どこで発生するか予測する

ことはできません。冬季防災訓練の実施と

防災資機材の備蓄、消防・救急体制の充実

など、災害に強いまちづくりに取り組んで

まいります。 

また、道路及び橋梁、上下水道などの社

会インフラの長寿命化に取り組むほか、立

地適正化計画を策定し、人口減少を見据え

た誰もが暮らしやすいまちづくりを進めて

まいります。 

北見地域（１市４町）の定住自立圏の連

携を深めるとともに、斜網地区広域焼却施

設の整備を進めるなど、行政サービスを効

率的・安定的に提供できるように広域連携

のさらなる推進に取り組んでまいります。 

以上、町民の皆様とお約束した２期目の

公約を述べさせていただき、２期目のスタ

ートに当たり、私の新たな決意を申し上げ

ました。 

ただいま述べました三つの施策に沿った

重点項目とあわせて、第６期美幌町総合計

画に登載されている施策、事務事業を着実

に進めてまいります。 

美幌町の未来を展望したとき、人口減少

と少子高齢化は避けて通ることはできませ

んが「ふるさと美幌」は生まれ育った人は

もとより、ここに移り住んだ人、そして遠

くから応援してくださる人、美幌町に関わ

りのある全ての人々の思いによって支えら

れ、成り立っております。 

どのような課題や問題であろうとも「ふ

るさと美幌」に思いを寄せる人々の力を結

集することで、必ずや美幌町の未来を切り

開くことができるものと、私はそう信じて

います。 

先人が築き上げた誇りある美幌町をしっ

かりと未来に、次代につなげていくため、

皆様の視点で考え、耳を傾け、十分に話し

合い「元気」と「活力」に満ちたまちづく

りに全力で取り組んでまいります。 

どうか、私の決意と覚悟をお酌み取りい

ただき、町民の皆様、議員各位におかれま

しては、今後の町政運営に対しまして御理

解と御協力を賜りますよう、心からお願い

を申し上げまして、私の所信とさせていた

だきます。 

次に、本臨時会に御提案いたします議案

等について、御説明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

については、地方税法等の一部改正に伴

い、令和５年度の町税課税を行うため急を

要したこと。 

令和４年度美幌町一般会計補正予算（第

１５号）については、起債事業費の確定に

伴う会計処理等のため急を要したこと。 

令和４年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）については、療養給付

費の確定に伴う会計処理等のため急を要し

たこと。 

令和４年度美幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）については、事務費

繰入金の確定に伴う会計処理等のため急を

要したこと。 

令和４年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）については、介護サービス

給付費の確定に伴う会計処理等のため急を

要したこと。 

以上の理由により、専決処分をいたしま

したので、御承認を賜りたいのでありま

す。 

人事案件について。 
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同意第３号については、議会議員から選

任しております監査委員古舘繁夫氏は、本

年４月３０日をもって任期満了となりまし

たので、その後任について御同意を賜りた

いのであります。 

工事請負契約の締結について。 

議案第２３号は町営球場照明ＬＥＤ交換

修繕について、入札結果に基づき契約する

ことについて議決をいただきたいのであり

ます。 

補正予算について。 

議案第２４号令和５年度美幌町一般会計

補正予算（第２号）につきましては、住民

税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給

付事業として９,４０２万６,０００円を、

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業と

して７３９万４,０００円などの増額を行お

うとするものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、提出案件の概要説明といた

します。 

以上、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 承認第１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１１ 承認

第１号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

１３ページになります。 

承認第１号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

１４ページになります。 

専決処分書。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について、令和５年度町税課税のため急を

要するので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

専決日は令和５年３月３１日付でござい

ます。 

専決内容につきまして御説明をいたしま

すので、１５ページを御覧いただきたいと

思います。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について。 

美幌町税条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の２ペー

ジをお開き願います。 

資料１、承認第１号関係。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について。 

改正目的でございますが、地方税法等の

一部改正に伴いまして、税条例の改正を行

うものでございます。 

改正内容につきましては、大きく４項目

ございます。 

一つ目は、国民健康保険税についてであ

りますが、まず、課税限度額の改正になり

ます。 

国民健康保険税につきましては、医療

分、後期高齢者支援金分、介護保険分の三

つの区分の合計により課税され、それぞれ

の限度額についても定められております。 

今回、このうち後期高齢者支援金分につ

きまして、その課税限度額を２０万円から

２２万円に上限を引き上げる改正を行おう

とするものでございます。 

次の軽減措置の改正でありますが、国民

健康保険税では、世帯員の所得の合計が一

定基準、軽減判定所得以下の場合につきま

しては、その所得状況に応じて均等割と平

等割が７割、５割、２割のいずれかの軽減

措置がとられる仕組みとなってございま

す。 
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今回、このうち５割、２割軽減の対象と

なる世帯の軽減判定所得を算出する際にお

きます計算式につきまして、資料の中ほど

に表で掲載してございますが、計算式中、

被保険者数に乗じる金額について、５割軽

減では２８万５,０００円から２９万円に、

また、２割軽減では５２万円から５３万５,

０００円に引き上げる改正を行おうとする

もので、結果、軽減を受けられる所得の範

囲が広がることとなるものでございます。 

二つ目は、個人住民税でございます。 

肉用牛生産農家等が経営体質を強化し、

国産牛肉の安定的な供給を図っていくとい

った観点から、肉用牛の売却による事業所

得につきましては、現在も課税免除となっ

ているところでございますが、この適用期

限につきまして、さらに令和９年度分まで

延長しようとするものでございます。 

三つ目は、軽自動車税でございます。 

軽自動車税（種別割）では、電気自動車

や排出ガスの低減達成車など、その排出ガ

ス性能や燃費性能にすぐれ、環境負荷の小

さな車両に対し、グリーン化特例と言われ

る税額を軽減する経過措置がとられてござ

います。 

この経過措置は、車両の初度検査の翌年

度に限って一度だけ適用される措置でござ

いますが、今回の改正はこの措置を行うこ

とにつきまして、さらに２年または３年、

車両の燃費性能等に応じて延長するもので

ございます。 

最後にその他といたしまして、地方税法

の改正に伴う引用条項や字句の整理を行お

うとするものでございます。 

根拠法令は地方税法。 

施行日は令和５年４月１日でございま

す。 

なお、参考資料３ページから３８ページ

に新旧対照表を添付してございますので、

御参照いただければと思います。 

以上、承認第１号につきまして御説明申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第１号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は承認することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 承認第２号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１２ 承認

第２号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２１

ページになります。 

承認第２号 専決処分の承認について御

説明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

２２ページになります。 

専決処分書。 

令和４年度美幌町一般会計補正予算（第

１５号）について、起債事業費の確定に伴

う会計処理等のため急を要するので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分する。 

専決日は令和５年３月３１日付になりま

す。 

専決処分の内容について御説明いたしま

すので、２３ページを御覧ください。 

令和４年度美幌町一般会計補正予算（第
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１５号）。 

令和４年度美幌町の一般会計補正予算

（第１５号）は、次に定めるところによ

る。 

今回の補正は、繰越明許費及び地方債の

補正のほか、事業費の確定に伴う年度末の

予算整理になります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ４億８,３８９万５,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１２５億１,０８４万７,０００円と

する。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

繰越明許費の補正。 

第２条、繰越明許費の追加は第２表、繰

越明許費補正により御説明いたします。 

地方債の補正。 

第３条、地方債の変更は第３表、地方債

補正により御説明いたします。 

それでは、繰越明許費から御説明をいた

しますので、議案書の２９ページをお開き

ください。 

第２表、繰越明許費補正になります。 

１段目の４款衛生費、１項保健衛生費、

事業名新型コロナウイルスワクチン接種事

業１,８０２万９,０００円と、３段目の１

２款、１項職員給与費、事業名職員給与費

の２６８万円、４段目の１２款、１項職員

給与費、事業名会計年度任用職員給与費１

０５万１,０００円、以上の３件につきまし

ては、いずれもワクチン接種事業に係る繰

越明許費になります。 

内容でありますが、新型コロナウイルス

ワクチン接種につきましては、特例臨時接

種の実施期間が１年延長され、令和５年度

におきましても、ワクチン接種を継続して

実施することになりましたので、追加接種

を円滑かつ早期に実施するため、予算の一

部を翌年度へと繰越しいたします。 

２段目の６款農林水産業費、１項農業

費、肥料価格高騰対策支援金給付事業につ

きましては、国による肥料価格上昇分に対

する支援金について、町が地方創生臨時交

付金を活用し上乗せ支援を行おうとするも

のですが、年度内に事業が完了しないこと

から、事業費の全額４,０００万円を翌年度

へ繰越しいたします。 

次に、議案書の３０ページになります。 

第３表、地方債補正。 

１段目の医療従事者就業支援等補助事業

から６段目の住宅リフォーム促進補助事業

まで、以上の６件につきましては、いずれ

も事業費の確定に伴う予算の整理で、それ

ぞれ補正後の欄に記載のとおり、限度額を

変更いたします。 

なお、令和４年度の地方債の総額は、下

段の補正後の欄に記載のとおり、６億２,２

８８万７,０００円となります。 

次に、歳出について御説明をいたします

ので、議案書の５２、５３ページをお開き

願います。 

３、歳出になります。 

今回の補正は、主に事業費の確定に伴う

予算整理になりますので、増額となる部分

についてのみ御説明をさせていただきま

す。 

まず、２款総務費、１項総務管理費、下

段の５目企画費、１、政策推進事業費の減

につきましては、次の５４、５５ページを

お開き願います。 

上から８行目の積立金は、令和４年度の

ふるさと寄附金の総額から返礼品等の経費

を差し引きふるさとづくり基金へ積み立て

るもので、３,３０８万１,０００円を追加

するものであります。 

令和４年度の寄附の件数は４万３４件、

寄附金の総額は４億８２４万９,０００円で

ありまして、前年度の１億９,２０４万４,

０００円から約２.１倍の増収となってござ

います。 

なお、参考資料の３９ページ、資料２に

各基金の年度末予定残高を掲載しておりま



 

－ 15 － 

すので、後ほど御確認をいただければと思

います。 

次に、中段の７目交通安全費、１、交通

安全対策推進事業費の増のうち、積立金の

５００万円につきましては、今回の補正予

算に係る余剰金の一部を今後の交通安全対

策に充てるため、交通安全推進基金へ積立

てをいたします。 

次に、下段の９目財政調整等基金費、

１、財政調整等基金積立金の増、積立金の

１億３,７４９万６,０００円は、御寄附と

今回の補正予算に係る余剰金の一部を基金

へ積み立てるための予算計上になります。 

まず、御寄附につきましては３月９日、

報徳在住の大屋委代様から、図書館の蔵書

充実に役立ててほしいと１万円の御厚志が

ございましたので、財政調整基金へ積立て

をいたします。 

また、今回の補正予算におきまして、余

剰金が発生いたしましたので、計画的な財

政運営にするため８,７４８万６,０００円

を財政調整基金に、今後の公共施設の整備

に充てるため５,０００万円を公共施設整備

基金にそれぞれ積立てをいたします。 

次の５６、５７ページから７０ページ、

７１ページまでは、いずれも事業費の確定

に伴う予算の整理でございます。 

続いて、７２、７３ページを御覧いただ

きたいと思います。 

６款農林水産業費、中段の２項林業費、

１目林業総務費、２、林業推進事業費の減

のうち、積立金の９２万円につきまして

は、美幌町が加入いたします北海道森林バ

イオマス吸収量活用促進協議会より、カー

ボンオフセット事業交付金の配分がありま

したので、未来への森林づくり基金へ積立

てをいたします。 

次の７４、７５、続いて、７６、７７ペ

ージ、以上につきましては、事業費の確定

に伴う予算整理になります。 

７８、７９ページになります。 

このページの下段、１０款教育費、１項

教育総務費、２目の事務局費、１、教育委

員会事務局活動事務費の増、積立金の５,０

００万円につきましては、今回の補正に係

る余剰金の一部を学校施設の改修費などに

充てるため、学校施設整備基金へ積立てを

いたします。 

次の８０、８１ページは、事業費確定に

伴う執行残の整理でございます。 

８２、８３ページをお開き願います。 

中段の４項社会教育費、２目の社会教育

振興費、５、芸術文化振興事業費の増のう

ち、積立金の５００万円につきましては、

余剰金の一部を今後の芸術文化振興事業の

財源に充てるため、基金へ積立てをいたし

ます。 

８４、８５ページ以降については、事業

費確定に伴う予算の整理でございます。 

続きまして、歳入について御説明をいた

しますので、議案書の３４、３５ページに

お戻りをいただきたいと思います。 

２、歳入になります。 

増額となる歳入を中心に御説明をさせて

いただきます。 

まず、１款町税につきましては、現年課

税分の確定に伴い予算を整理するもので、

１億７,６６９万７,０００円の増額であり

ます。 

１項、１目個人町民税７,０８９万２,０

００円の増額は、主に農業所得が伸びたこ

とによる所得割の増加が理由となってござ

います。 

次に、３８、３９ページになります。 

中段の１２款地方交付税につきまして

は、交付額の確定に伴い２億４,２８１万

３,０００円を増額いたします。 

令和４年度に交付された地方交付税の総

額は、３８ページに記載のとおり、４５億

５,５７３万９,０００円でございますが、

その内訳といたしまして、普通交付税が４

０億９,８７６万５,０００円、特別交付税

が４億５,６９７万４,０００円でございま

す。 
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次に、４４、４５ページをお開きいただ

きたいと思います。 

下段の１８款財産収入については、次の

４６、４７ページになります。 

このうち２項の財産売払収入、１目不動

産売払収入、１節の土地売払収入１,０８３

万２,０００円でありますが、こちらは西１

条南２丁目の町有地、１,１４５.８１平方

メートルを、小規模多機能ホームを建設す

る事業者へ売払いを行った代金になりま

す。 

次に、２目、１節物品売払収入６２万６,

０００円につきましては、不要となった公

用車２台を売払いした収入になります。 

３目、１節の生産品売払収入３０３万円

は、みらい農業センターで生産する農産品

の販売収入が１,１０３万円となり、当初予

算に計上した８００万円を上回りましたの

で、増額をいたします。 

続いて、１９款寄附金、１項、１目、１

節の一般寄附金４,０８５万１,０００円の

減額のうち、４,１７５万１,０００円の減

額でありますが、こちらはふるさと寄附金

の減額になります。 

３月定例会におきまして、令和４年度の

寄附総額を４億５,０００万円と見込んでご

ざいましたが、先ほど歳出で御説明したと

おり、最終の実績が４億８２４万９,０００

円となりましたので、予算の整理を行いま

す。 

次に、４目教育費寄附金、２節社会教育

費寄附金１万円は、図書館の蔵書充実に役

立ててほしいと３月９日に報徳在住の大屋

委代様から御寄附をいただいたものであり

ます。 

議案書の４８、４９ページになります。 

２２款諸収入、５項雑入、中段の５目雑

入、１節雑入のうち右側の説明欄の３行目

になります。 

物品等売払の増、１,１１３万１,０００

円でございますが、こちらは鉄くずやペッ

トボトルなど、有価資源物の売払収入にな

ります。 

以上、承認第２号専決処分の承認につい

て御説明を申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第２号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は承認することに賛成の方は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 承認第３号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１３ 承認

第３号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

８９ページになります。 

承認第３号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

９０ページになります。 

専決処分書。 

令和４年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）について、療養給付費

の確定に伴う会計処理等のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日は令和５年３月３１日付でござい

ます。 
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専決内容につきまして御説明いたします

ので、９１ページを御覧いただきたいと思

います。 

令和４年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）。 

令和４年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億３,８７７万８,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２４億９,５１７万９,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の１００、１０１ページをお開き願いま

す。 

３、歳出。 

２款保険給付費、１項療養諸費１億５７

７万６,０００円の減額と、その下の２項高

額療養費２,９４１万４,０００円の減額に

つきましては、それぞれ一般被保険者への

保険給付費の実績見込額の減少によるもの

でございます。当初予算におきましては、

昨今の医療高度化などもあり、前年度から

引き続き一定の給付費の伸びはあるものと

見込んでおりましたが、結果といたしまし

て、決算見込みベースで前年を下回る結果

となってございます。 

これはまず、国民健康保険加入の被保険

者数につきまして、その見込数が当初予定

しておりました数よりも下回ったことが大

きな要因としてございます。 

加えて、コロナ禍により感染症への対策

力の高まりなどから病気そのものが減少し

てきているといった全国的な傾向もござい

ますが、本町の国民健康保険加入者につき

ましても同様に、皆様方お一人お一人の対

策の徹底が医療費の抑制に少なくとも影響

しているものと考えてございます。 

次に、３項移送費１５万円の減額、ペー

ジが変わりまして、１０２、１０３ページ

の４項出産育児諸費３４３万８,０００円の

減額につきましては、それぞれ実績見込額

の減少によるものでございます。 

その下の３款国民健康保険事業費納付

金、１項医療給付費につきましては、財源

振替になります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、９８、９９ページにお戻り願います。 

２、歳入。 

１款国民健康保険税６,５１０万６,００

０円の増額につきましては、当初予算にお

いてコロナ禍における影響を考慮し、特

に、営業所得につきましては前年比３０％

減など、所得割の大幅な減少を見込んでご

ざいました。 

しかし、当初見込みに比べ、営業所得で

は前年比１０％減以内にとどまり減少率が

比較的少なかったこと、また、それ以外で

は農業所得が前年比で増額となったこと、

さらに、収納率につきまして当初見込み９

７％から９７.６％に伸びたことなどから増

額となるものでございます。 

２款道支出金、１項道補助金１億３,８７

７万８,０００円の減額につきましては、保

険給付費の減に伴う保険給付費等普通交付

金の減額でございます。 

その下、４款繰入金、２項基金繰入金６,

５１０万６,０００円の減額につきまして

は、さきに御説明申し上げました国民健康

保険税の増額に伴う減額でございます。 

以上、承認第３号につきまして御説明を

申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第３号専決処分の承認に

ついてを採決します。 
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この採決は起立によって行います。 

本件は承認することに賛成の方は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 承認第４号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１４ 承認

第４号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

１０５ページになります。 

承認第４号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

１０６ページになります。 

専決処分書。 

令和４年度美幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）について、事務費繰

入金の確定に伴う会計処理等のため急を要

するので、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日は令和５年３月３１日付でござい

ます。 

専決内容につきまして御説明申し上げま

すので、１０７ページを御覧いただきたい

と思います。 

令和４年度美幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）。 

令和４年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入予算の補正。 

第１条につきまして、事項別明細書によ

り御説明申し上げますので、議案書の１１

４、１１５ページをお開き願います。 

２、歳入。 

今回の補正につきましては、二つ目にご

ざいます５款国庫支出金、１項国庫補助金

で、窓口負担割合の制度見直しに伴い、令

和４年度は被保険者全員に対しまして被保

険者証を２回交付してございますが、その

経費分につきまして国からの特別調整交付

金９万円が増額となりますことから、２款

繰入金、１項一般会計繰入金につきまして

９万円の減額を行うもので、予算の総額に

増減はございません。 

なお、１１６、１１７ページの歳出につ

きましては、財源振替でございます。 

以上、承認第４号につきまして御説明申

し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第４号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は承認することに賛成の方は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 承認第５号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１５ 承認

第５号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の１１９

ページをお開き願います。 

承認第５号専決処分の承認について御説

明申し上げます。 
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地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

今回、専決処分いたしました補正予算に

つきましては、介護サービス給付費及び国

庫支出金の確定に伴い、保険料、そのほか

の費用の実績を見込み、整理を行おうとす

るものでございます。 

１２０ページになります。 

専決処分書。 

令和４年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）について、介護サービス給

付費の確定に伴う会計処理等のため急を要

するので、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日につきましては令和５年３月３１

日付でございます。 

１２１ページになります。 

令和４年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）。 

令和４年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億３,８６５万６,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２０億１,４６１万３,０００円とす

る。 

第２項につきましては事項別明細書で御

説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、１３

２、１３３ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、３項介護認定審査会費１１

３万５,０００円の減額につきましては、介

護認定審査会委員報酬、介護認定調査委託

料の実績に伴う減額でございます。 

２款保険給付費につきましては、１項介

護サービス等諸費からその次の１３４、１

３５ページの５項特定入所者介護サービス

等費まで、主に新型コロナウイルスの影響

によりサービス利用実績が減少したことに

よる給付費等の減額でございます。 

その下、３款地域支援事業費１,６７６万

７,０００円の減額についてでありますが、

１項介護予防・生活支援サービス事業費、

その次のページの２項包括的支援事業費・

任意事業費とも、新型コロナウイルスの影

響による事業の中止、また、縮小に伴う委

託料、そのほか、運動指導業務負担金、配

食事業運営委託料の減額でございます。 

その下、４款基金積立金につきまして

は、補正予算の余剰金を介護保険基金に積

み立てるものでございます。 

１３８、１３９ページになります。 

５款諸支出金３０万２,０００円の減額に

つきましては、還付金実績に基づく減額で

ございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１２８、１２９ページにお戻りいただ

きたいと思います。 

１款保険料、１項介護保険料につきまし

ては、決算見込みにより現年度分２４１万

６,０００円、滞納繰越分を７２万４,００

０円減額するものでございます。 

２款分担金及び負担金、１項負担金４７

万６,０００円の減額につきましては、介護

認定審査会経費の精算に伴い、津別町、大

空町からの負担金を減額するものでござい

ます。 

３款国庫支出金、４款支払基金交付金と

５款道支出金につきましては、それぞれ介

護給付費地域支援事業の確定に伴う補正で

ございます。 

１３０、１３１ページになります。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金２,７９

３万８,０００円の減額につきましては、介

護給付費、介護予防・日常生活支援総合事

業、包括的支援事業・任意事業の実績、低

所得者保険料の軽減及び事務費の確定に基

づく減額補正でございます。 

２項基金繰入金４,１０２万８,０００円
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の減額につきましては、介護給付費の減に

伴い減額するものでございます。 

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料３９ページに添付させていた

だいておりますが、１億４,３２１万８,０

００円となります。 

以上、承認第５号について御説明いたし

ました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） ページ数でいき

ますと１３３ページ、負担金補助金及び交

付金、施設介護サービス給付事業費の減、

１億６３８万８,０００円。 

この件につきましては、昨年も施設費に

ついて相当空きベッド等があるのではない

かということで、今年も７億２,０００万円

の施設費の予算計上に対し約１億円の減に

なっているということは、美幌町にある特

養、老健、グループホームのベッド数が、

二、三十まではいかなくても、多分通年で

空いた状態かなと思うのです。 

これについては、昨年も同じ時期にほか

の議員も一緒になりまして、働いている人

数が足りないのではないか、もしくは対応

の仕方で何か変わったのかということの確

認をとってほしいと言ったつもりなので

す。 

それで、コロナ等のこともありますけれ

ど、先ほど最後におっしゃった特別金が１

億４,０００万円となりますと、第７期、第

８期で一般町民から値上げした分の相当数

が残る状態になっているものですから、今

後の対応策だとかベッド数の確保、要する

に待機者をなるべく埋めるだとかいうこと

について、どのような形で確認をとったの

か、これだけお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

施設介護サービス費の主な減の理由でご

ざいます。 

まず、金額でいきますと、特別養護老人

ホームが２,６３２万２,０００円の減、老

人保健施設が４,６１６万３,０００円の

減、介護医療院が３,５４６万１,０００円

の減ということで、主に三つの施設につい

て予算に対する決算が減額となっておりま

す。 

昨年もお話しましたが、令和４年度につ

きましてもコロナの感染拡大がこの施設に

おいて蔓延しまして、特に第８波、昨年の

１１月から今年の２月ぐらいまで、特養、

老健につきましては、施設に入所している

方が非常に多く感染され、入所を制限して

いるという状況にございました。 

参考までに、老健ですが、予算では月９

６名の入所を予定しておりましたが、決算

では月平均７８名と、議員おっしゃるとお

り要因が必ずしもコロナだけではないと、

私どもも承知のところでございます。 

美幌町に限らず介護職員自体が不足して

いる状況にございますので、令和５年度か

ら就業支援という形で事業者からアンケー

トをとりまして、実施しているところでご

ざいます。 

また、介護従事者についても医療従事者

と同様に家賃補助をしていくと。 

当然、先ほどおっしゃられたとおり、次

期計画の見直しが今年度スタートしており

ます。 

その中で、実際に次の策として何が必要

なのかをしっかり考えてまいりたいと思っ

ております。 

また、老健もなかなか国内の方の就業が

難しいということで、２月からミャンマ

ー、インドネシア、６名の外国人の枠を採

用しまして、今、何とか利用者を１００に

近づけていくという努力をしています。 

福祉部サイド、部長と私で、昨年は９月

と１２月の２回、今年は３月と４月に聞き

取りをしながら、町もできるだけ支援をし
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て、何とかこの老健を１００に近づけてい

くということで考えております。 

また、先ほど基金の１.４億円について

も、当然、次期計画へ過剰に残すことのな

いようにしっかりと考えてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 担当部局も大変

かなと。 

令和５年度の新しい制度も有効利用でき

るのかなと思うのですけれど、先ほど出て

きました日本人以外、外国人労働者の関係

も、住宅の問題だとか宿舎に対する基準の

問題だとか、これは医療だけではなくて労

働する側、要するにその他の作業も同じよ

うな入管の規制が厳しいのかなと。 

一概に２階建てというのは、なかなか該

当になる建物ではないということも出てき

ますので、ぜひ、重ねて今回の医療従事者

プラス外国人労働者の件、医療従事者につ

いては、基金の中で何かの対応はできない

のかということが重要かなと。 

あとは、感染対策という部分でいきます

と、民間企業であろうがそういう対策に何

か基金の形で使えないのかだとか、そうい

う検討について可能なのかどうかだけ、最

後にお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

介護保険基金につきましては、計画の中

で、基本的に３年間で支消していくという

ことが定められております。 

当然、運用する資金も必要でございます

ので、過去にゼロになった経過はございま

せんが、その基金をどう活用して次期計画

に反映していくかというのは可能だと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第５号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は承認することに賛成の方は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

いたしました。 

暫時休憩いたします。 

再開は１７時３５分といたします。 

午後５時２３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後５時３４分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 同意第３号 

○議長（戸澤義典君）日程第１６ 同意第

３号監査委員の選任についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） １４０ページをお

開きいただきたいと思います。 

同意第３号監査委員の選任について御説

明いたします。 

本町監査委員古舘繁夫氏は、令和５年４

月３０日をもって任期満了となったので、

次の者を選任いたしたく、地方自治法第１

９６条第１項の規定により、議会の同意を

求めるものであります。 

議会議員のうちから選任する者。 

氏名、吉住博幸氏。 

住所、生年月日については、記載のとお

りであります。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行
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います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、同意第３号監査委員の選任に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は提案のとおり同意することに賛成

の方は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本件は提案のとおり同意す

ることに決定いたしました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第２３号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１７ 議案

第２３号工事請負契約の締結についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 議案書１４１

ページになります。 

議案第２３号工事請負契約の締結につい

て御説明を申し上げます。 

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の４０ペ

ージをお開き願います。 

資料３、議案第２３号関係。 

工事名は、町営球場照明ＬＥＤ交換修繕

であります。 

今回の工事は、町営球場内を照らす照明

器具につきまして、ＬＥＤへの器具交換を

行おうとするものでございます。 

工事の場所は、美幌町字野崎１番地。 

工事の概要でありますが、球場内には照

明灯が６基あり、一基当たり１３台の照明

が設置されております。こちらの既設照明

器具の撤去及びＬＥＤ照明器具の取付けを

７８台分行うものでございます。 

入札年月日は令和５年４月２４日、指名

業者は株式会社武市電気ほか記載の２社で

ございます。 

契約金額７,２８２万円、落札率は９７.

３５％になります。 

契約の相手方は、網走郡美幌町字東３条

南１丁目６番地、株式会社武市電気、代表

取締役社長武市高広でございます。 

契約保証金、契約金額の１００分の１０

以上。 

契約年月日、議決後本契約による。 

工期は、本契約後、令和５年１０月３１

日までとする。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） 私からは１点だけ

お伺いしたいと思います。 

このＬＥＤ照明に交換するに当たり、年

額どのぐらい電気料が削減になるのか、お

教えいただければと思います。 

○議長（戸澤義典君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） お答

えいたします。 

ランニングコスト、電気代、ランプ代含

めまして、年間で約６０万円の削減という

ことで、率としては４５.６％の削減が見込

まれております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 私もそのことを聞

こうと思ったのですが、藤原議員が聞きま

したのでもう一つ。 

新しくＬＥＤにした場合の耐用年数とい

うのは、かなりもつとは思うのですけれど

も、次の更新時期は大体どのくらいを想定

しているのか、御質問したいと思います。 
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○議長（戸澤義典君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 建物

の付属設備ということで、耐用年数につい

ては１５年となっておりますが、ランプ自

体の寿命は４万時間で、１日の使用時間で

単純計算すると１１０年ほどはあるという

ことでございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） お教え願いたい

と思います。 

記憶違いであれば、逆に御指摘いただき

たいと存じますが、この照明はコインを入

れて使うと思います。閉めているか閉めて

いないかは分かりませんが、今までの売上

げ、例えば、令和４年度はどのぐらいある

のか。 

機能としては今、両方がお聞きになりま

したから、そういう機器を設置するのだな

ということは分かります。ですが、これに

よって単純に使用料が安くなるとかという

ことではなくて、例えば、電気をもともと

引っ張っていますから、電圧に関係して元

の基本料金が安くなるということなのか。

使用料が安くなっていくよということも含

めて、この設備を更新されるのか。その辺

の思いをもう少し丁寧にお聞かせ願いたい

と存じます。 

○議長（戸澤義典君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

現在のところ、使用料の見直し等は考え

ておりませんが、通常４年ごとに行います

使用料・手数料の見直しのときに、原価計

算等も確認しながらその辺は考えていきた

いと思っております。 

○議長（戸澤義典君） 電気を使うときに

コイン式になっているのかどうかというの

がまず焦点だと思うのですが、そこの回答

をお願いします。 

スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 照明

の使用方法でありますが、吉住議員言われ

るとおり、コイン１枚３０分で１，２００

円の使用料をいただいて、コインを投入し

て３０分点灯するというシステムになって

おります。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） すみません、も

う一度、趣旨としては同じことを質問させ

ていただきます。 

先ほど、両方の質問を受けて、年間６０

万円ぐらいとお聞きしていますから、聞き

間違えていたらまた訂正していただきたい

と存じます。それは、機器の電圧が下がる

とかということで、性能がよくなっている

わけですから、その範囲内なのか。 

それで、一つの判断材料として、コイン

式だろうと何だろうと、令和４年度までの

実際の売上げがまず幾らになるのかという

ことを知らないと、例えば、年間使用料が

５０万円だというものに対して、このぐら

いの投資がという意味の会話はそのように

つながっていかないと。 

今後、使用料を見直していきますという

ことだけではなくて、このことが適正な設

備なのかという一つの判断基準にしたいわ

けですから、まず、照明に関しての令和４

年度の売上げ、そこを教えてください。 

もう締結してしまったものですからがた

がた言いませんけれども、もう少しこの必

要性という意味で、説得力のあることをお

聞かせ願いたいと存じます。 

○議長（戸澤義典君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 申し訳ござい

ません。 

今、手元に決算額がございませんので、

後ほどお答えさせていただきたいと思いま

す。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） ４年ぶりなもの

ですから、ちょっと力が入って申し訳ない

のですけれど、このぐらいのことは想定中

の想定ではないのですか。 

売上げも分からないで、このような大き

いものの設備投資、いかがなのでしょう

か。 

教育部長はじめ教育長も、皆さんも、議

員のこのような案件に対してはこのような

効果があるよとか、これと対比するからこ

れだけさらに更新していく意味があるので

すよとか、そうした意味の基本的な組立て

は既に準備されて、必要性があってつくら

れていると思います。入札しているわけで

すから。 

今ないというのであれば、あえて今回は

我慢しますけれども、今後はそのようなこ

とがないように教育長からお話を聞きた

い。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） まずもって、準

備不足でありましたことをおわび申し上げ

ます。 

また、今回、町営球場のＬＥＤ化をさせ

ていただいたところでございますが、今

後、他の施設等にもＬＥＤ化の予定がござ

います。その際には、しっかりと説明責任

を果たせるように、効果等々について組立

てた上で提案させていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） それでは、後ほど

資料を提供して説明をよろしくお願いいた

します。 

ほかに質疑はありませんか。 

７番稲垣淳一さん。 

○７番（稲垣淳一君） 財源はどこから出

ているのでしょうか。お願いします。 

○議長（戸澤義典君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

こちらの工事につきましては、現在、国

が進めております公共施設等の脱炭素化の

取組を計画的に実施するということで、有

利な財源となります脱炭素化推進事業債と

いう起債がございます。こちらは充当率９

０％、交付税措置率は５０％となりますの

で、交付税で４５％が補填され、残り５

５％が町の負担ということになりますが、

後ほど御答弁させていただきます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第２３号工事請負契約の

締結についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第２４号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１８ 議案

第２４号令和５年度美幌町一般会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の１４

３ページになります。 

議案第２４号令和５年度美幌町一般会計

補正予算（第２号）について御説明を申し

上げます。 

令和５年度美幌町の一般会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億４４５万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ
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れ１２０億９３８万７,０００円とする。 

第２項につきましては事項別明細書によ

り御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、１５

２、１５３ページをお開き願います。 

３、歳出になります。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会

福祉総務費、５、住民税非課税世帯等に対

する臨時特別給付金給付事業９,２８０万

２,０００円につきましては、エネルギー、

食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生

活者のうち、特に負担感が大きい低所得世

帯に対し、国の地方創生臨時交付金を活用

して、経済的な支援を行うための予算措置

になります。 

対象は、令和５年度の住民税非課税世帯

及び家計急変世帯で、１世帯当たり一律３

万円を給付いたします。 

消耗品費や印刷製本費、手数料など、必

要な事務費を計上するほか、給付対象を３,

０００世帯と見込み、臨時特別給付金とし

て９,０００万円を予算計上いたします。 

６月中旬から下旬をめどに対象世帯へ申

請書を送付し、申請を受け付けた後、内容

を確認の上、７月中旬には１回目の振込を

行えるように準備を進めてまいります。 

本事業につきましては、申請漏れがない

ようにホームページや町広報により広く周

知に努めてまいりたいと存じます。 

次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、６、子育て世帯生活支援特別給付金

給付事業６７８万１,０００円につきまして

は、食費等の物価高騰に直面し、影響を受

けている低所得の子育て世帯に対して、国

が生活支援を行うための経費になります。 

１８歳まで、障がい児の場合は２０歳未

満の児童を養育する世帯のうち、住民税均

等割が非課税の子育て世帯を対象に、町が

実施主体となり、児童一人当たり５万円を

給付いたします。 

なお、北海道が実施主体となり、児童扶

養手当受給者、低所得のひとり親世帯に対

しましても、児童一人当たり５万円が給付

されます。 

補正予算におきましては、消耗品費など

の必要な事務費を計上するほか、対象の児

童を１００人と見込み、子育て世帯生活支

援特別給付金として５００万円を予算計上

いたします。 

５月中旬には対象世帯へ案内を送付し、

振込先を確認の上、５月末日までには振込

を行えるように、事務処理を進めてまいり

ます。 

次に、下段の６款農林水産業費、２項林

業費、１目林業総務費、２、林業推進事業

費の増、修繕料の４８万９,０００円につき

ましては、林業館きてらす南側の一部外壁

の修繕費用になります。 

３月の中旬に南側の外壁の一部が破損し

たため応急的な補修を行いましたが、経年

劣化が進んでおりますので、外壁の一部張

り替えを行うものであります。 

次の３、林業施設維持管理事業費の増、

施設維持管理等委託料、森林公園管理業務

委託料３０６万３,０００円につきまして

は、みどりの村森林公園キャンプ場に設置

されております木製遊具を交換修繕するた

めの指定管理者に対する委託料の増額にな

ります。 

キャンプ場のオープンに向けまして、４

月下旬に木製遊具を点検したところ、ター

ザンロープの支柱が腐食し危険な状態にあ

ることが判明いたしましたので、支柱を撤

去して新設するほか、劣化が進んでいるワ

イヤーやロープを交換し、木製遊具を更新

いたします。 

修繕に要する期間は約６０日と見込んで

ございますが、キャンプ場の利用がピーク

を迎える夏休みシーズン前には、作業を終

えるように対応してまいりたいと存じま

す。 

次に、１５４、１５５ページになりま

す。 

１２款、１項、１目職員給与費、１、職
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員給与支給事務費の増、１３１万６,０００

円につきましては、先ほど３款民生費で御

説明した住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金給付事業及び子育て世帯生活支

援特別給付金給付事業に係る職員の時間外

勤務手当の追加になります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１５０、１５１ページにお戻りを願い

ます。 

２、歳入になります。 

１６款国庫支出金、２項国庫補助金、２

目民生費国庫補助金、１節の社会福祉費補

助金９,４０２万６,０００円は、住民税非

課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の

財源として、地方創生臨時交付金を充てる

ものであります。 

２節の児童福祉費補助金７３９万４,００

０円は、子育て世帯生活支援特別給付金給

付事業費の全額が国から補助金として交付

されます。 

２０款繰入金、１項基金繰入金、１目の

財政調整基金繰入金３０３万１,０００円に

つきましては、今回の補正予算の財源とし

て財政調整基金からの繰入れを行うもので

あります。 

なお、参考資料の４１ページ、資料４に

基金の年度末予定残高を掲載しております

ので、後ほど御確認をいただければと思い

ます。 

以上、議案第２４号令和５年度美幌町一

般会計補正予算（第２号）につきまして御

説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから質疑を行

います。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） １５３ページの森

林公園管理業務委託料、先ほどの説明でタ

ーザンロープの撤去・新設のほかに、ほか

の木製遊具の交換等があるようなお話とし

て聞いていたのですが、ターザンロープだ

けなのか、それともほかの木製遊具の修繕

等があるのか、その辺をもう一度御説明く

ださい。 

○議長（戸澤義典君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 今回交換

修繕するのは、ターザンロープの施設のみ

となります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭君） 同じく１５３ペー

ジ、林業推進事業費の増、修繕料の部分、

きてらす外壁の修繕についてですが、何年

か前にもほかの部分の壁が剥がれて修繕が

あったと把握しております。 

今回も外壁修繕ということで、最近、結

構風の強い日とかも増えてきておりますけ

れども、万が一、また壁が落ちて、例え

ば、通行人にけがをさせたりとかというこ

との危険性もあると思うのですが、ほかの

部分とかは大丈夫なのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

今回、修繕を行うところにつきまして

は、今回の補正予算で対応させていただけ

れば直るところなのですけれども、ほかの

部分につきましても、若干劣化が進んでい

る状態ではあります。 

ただ、そこが直ちに落ちて、どこかに危

害を加えるというものではないと認識して

おります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） 同じく１５３ペー

ジ、１番下の森林公園管理業務委託料３０

６万３,０００円、内容について理解いたし

ました。 

ただ、今回、オープンに当たって点検し

た結果、これが出てきたということです
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が、みどりの村全体でほかの施設、オープ

ンするに当たって、使用するに当たって大

丈夫なのか、また、全体を点検したのかど

うか、その１点、説明をお願いしたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） ほかの遊

具の点検状況についてお答えさせていただ

きます。 

今回修繕を予定しておりますターザンロ

ープの横に、木と鉄を組合せたコンビネー

ション遊具等がございますけれども、そち

らにつきましては、ハンマーによる打診で

すとか、ボルトの緩みの確認によって利用

に支障がないことを確認しているところで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第２４号令和５年度美幌

町一般会計補正予算（第２号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

○議長（戸澤義典君） 先ほどの教育委員

会の議案の質疑に対し、答弁がありますの

で、発言を許します。 

教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 先ほど保留に

なっておりました２点について、御答弁さ

せていただきます。 

１点目、吉住議員からの令和４年度の野

球場の使用料については、１８万９,６００

円でございます。 

２点目、稲垣議員からの実際の金額でご

ざいますが、交付税措置される金額は３,２

７６万円、町が５５％の４,００４万円とい

うことでございます。 

以上です。 

○議長（戸澤義典君） １回だけ質疑を許

します。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 使用料が１時間

１,２００円、今、１０何万円とおっしゃい

ましたか、単純にいうと１００時間程度な

のかなと。もうこれ以上どうしようもない

のですけれど、時間に直して年間１００時

間、例えば、夜３時間、もちろん野球場で

すから４０日ぐらいしか使っていないのか

なという印象は受けました。 

そうなると多分、もともと施設の運営の

ためだけにお金がかかるぐらいですよね。 

先ほど、誰かの質問で６０万円安くなる

と言っても、決して使用料が安くできるよ

うな状態ではないのかなと。 

これは議論ではなくて、印象として思い

ました。 

今回、ぎりぎり議会中に報告があったこ

とは感謝します。 

ありがとうございました。 

○議長（戸澤義典君） これで先ほどの質

疑応答について終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程追加の議決 

○議長（戸澤義典君） 閉会中の継続調査

について、総務福祉常任委員会、経済教育

常任委員会及び議会運営委員会の各委員長

から会議規則第７５条の規定により、配信

した資料のとおり申出があります。 

お諮りします。 

閉会中の継続調査についてを日程に追加

し、追加日程第１として直ちに議題とする

こととしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、閉会中の継続調査について

を日程に追加し、追加日程第１として直ち

に審議することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 閉会中の継続調査 

    について 

○議長（戸澤義典君） 追加日程第１ 閉

会中の継続調査についてを議題とします。 

お諮りします。 

各委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長からの申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定い

たしました。 

――――――――――――――――――― 

◎閉会宣告 

○議長（戸澤義典君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了いたしま

した。 

会議を閉じます。 

これで、令和５年第３回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後６時 ４分 閉会   
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